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鎌倉市公用車広告募集要項（災害対応多目的車） 

 

 新たな財源の確保及び市民サービスの向上のため、鎌倉市が保有する公用車（以下「公用車」

といいます。）への広告掲載について、下記及び別紙「公用車広告掲載規約」のとおり募集しま

す。 

１ 募集の内容 

（１）広告を掲載する公用車の概要について 

車種  募集台数  広告サイズ 掲載位置  平均走行距離  

災害対応多目的

車 

４台  

(４台1組) 

直径70㎝以内 車両後部タイヤカ

バー 

１台あたり 

約1,300km/年 

 ※ 広告サイズは最大値です。 

 ※ 平均走行距離は令和８年(2026年)３月時点での参考値です。実際の走行距離とは異なる場

合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）広告の掲載期間 

   令和８年（2026年）10月１日（木）から令和９年（2027年）９月30日（木）までの１年間で

す。 

   広告の貼り付け作業を10月１日（木）に行うため、実際に広告を貼り付けた公用車が稼働す

るのは10月２日（金）からとなります。 

   所定の要件を満たせば、掲載期間中の広告内容の変更は自由に行えます。 

なお、広告掲載期間は、次年度の広告掲載作業を行うため令和９年（2027年）９月30日（木） 

  までに広告を剥がしていただきます。 

   法定点検等で入庫する場合、広告を掲載できないことがあります。 

 



2 

 

 

（３）広告料 

   １組あたり年額80,000円（税込）（１台あたり年額20,000円×４台）。 

（４）広告の募集期間 

   令和８年（2026年）７月１日（水）から同年７月31日（金）まで。 

   申込者が複数ある時は、抽選により広告主を決定します。法定点検等で車両が入庫する場

合、広告を掲載できない期間があります。 

 

（５）応募の口数・抽選について 

上記抽選については令和８年８月中旬を予定しており。応募された方に対し令和８年８月１

日以降にお知らせしますが、抽選にご参加いただけない場合は辞退としますので、ご承知くだ

さい。 

２ 広告の仕様及び素材 

（１）広告の掲載方法 

   広告はタイヤカバーをタイヤに被せて掲載するものとします。素材については別途協議

し、大船消防署にて施工を実施するものとします。施工日は、令和８年（2026年）10月１日

（木）とします。タイヤカバーを６枚用意していただきます。（破損等の事態を考慮して予備

を作成していただきます） 

なお、上記日程での作業が難しい場合は、別途協議を行うこととします。 

（２）広告のデザイン等 

   掲載する広告は、本募集要項（別紙「公用車広告掲載規約」を含む）、鎌倉市広告掲載要綱、

鎌倉市広告掲載基準、鎌倉市公用車広告デザインガイドライン及びその他市が定める関係規程

（以下「要綱等」といいます。）の所定の基準を満たすものに限ります。 

広告の内容及びデザインについては、鎌倉市屋外広告物条例第４条の許可を得る必要があり

ます。同許可を広告掲載期間の初日までに得られない場合、広告主決定の取消し（解除）をす

る場合があります。掲載を希望する広告の内容及びデザインについては、本市都市景観課に事

前相談して頂くことを推奨します。 

（３）「広告」の明示 

   掲載する広告の中に、広告と表示してください（表示サイズは縦4ｃｍ×横6ｃｍ以上）。 

３ 応募資格 
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  鎌倉市広告掲載基準第３条各号（広告を掲載しない業種又は事業者）のいずれかの業種を

営む者又は該当する者は、広告主になることはできません。市民から誤解を受けるような広

告は応募できない場合があります。 

 

  また、鎌倉市暴力団排除条例第２条第２号ないし第５号のいずれかに該当する者も、広告主に

なることはできません（これに関して、市が応募者の暴力団員等に該当するか否かを確認するた

め、応募者に役員名簿等を提出して頂く場合があります。また、提出していただいた役員名簿等

や広告主に関する申込書等を警察等の捜査機関に提供する場合があります）。 

４ 費用負担等 

（１）広告物の作成及び撤去に要する費用は広告主の負担とします。 

（２）広告掲載期間中に広告物が損傷・汚損した場合は、市から広告主に対して連絡し、広告主の

費用と責任において原状回復するものとします。ただし、市の故意または重大な過失によって

広告掲載期間中に広告物が損傷・汚損した場合は、市の費用と責任において原状回復するもの

とします。 

（３）広告物の貼り付け及び撤去作業により、車体塗装の剥離等の損害が生じた場合は、広告主の

費用と責任において原状回復するものとします。 

（４）広告主と市との間で本募集要項に定めのない事項や生じた紛争若しくは疑義については、広告主

と市が協議の上、解決するものとします。 

（５）広告主は、本募集要項（別紙「公用車広告掲載規約」を含む）及び要綱等のほか、鎌倉市契

約規則（昭和39年６月規則第20号）その他法令を遵守するものとします。 

５ 申込み方法及び広告主の決定等 

（１）鎌倉市公用車広告掲載申込書（様式第１号）に必要事項を記入の上、必要資料を添付して鎌

倉市消防本部大船消防署宛に提出してください（申込方法は書類の持参又は郵送のいずれかと

します）。 

   提出期間は令和８年（2026年）７月１日（水）から同年７月31日（金）までの間となります。 

   申込みにあたっては、要綱等をよく確認し、その内容を遵守してください。また、提出書類

に不備がある場合は、受理できない場合がありますので、ご注意ください。 

   なお、応募者多数の場合は、令和８年（2026年）８月中旬に抽選を行い、抽選に参加されな

い場合には辞退となります。 

（２）市は、上記申込書その他提出書類を受理したとき、当該申込内容が要綱等の所定の要件を満

たすか否かについて審査します。 
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   提出書類に不備がある場合は、補正のご連絡をしますので、速やかに対応してください。た

だし、不備が著しいと市が判断した場合等は、ご連絡をしないこともありますので、ご承知お

きください。 

（３）市は、上記審査により当該申込内容が要綱等の所定の基準を満たすものであると認めたとき、

当該申込内容について、抽選により当該申込みを承諾します。承諾後、市は広告主に対して「広

告主決定通知書」（様式第３号）を送付するものとします。 

６ 広告掲載に関する詳細及び別添「鎌倉市公用車広告掲載規約」の遵守 

  広告掲載料、広告内容の変更、広告主決定の取消し（解除）その他の本広告掲載に関する詳細

は別紙「公用車広告掲載規約」のとおりとし、広告主は同規約を遵守するものとします。 

７ 申込み・問合わせ先 

  〒247-0056 鎌倉市大船３-５-10 

  鎌倉市消防本部消防総務課 

  電話番号：0467-44-0983 FAX：0467-45-6665 

   メール： fd-soumu@city.kamakura.kanagawa.jp 

 以上 


